
太田ジオから出荷するテンションゲージには校正証明書が入っておりません（メーカーは

通常はこの商品には入れないそうです）。必要な場合には、メーカーに製品番号を伝えて入

手できるようです（有償。数千円かかると思います）。トルクレンチには校正証明書が入っ

ています。

こちらで調べたところでは、もし必要とされたとしても、定期検査の期間は２年ではないか

と思いますが、発注者の社内ルールでそうなっていれば従わねばならないかもしれません。

https://www.city.sapporo.jp/shohi/keiryo/documents/teikikensa_law.pdf 
計量法施行令 第 11 条（定期検査の実施時期）
法第 21 条第 1 項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては 2 年
とし、皮革面積計にあっては 1 年とする。

校正証明書が必要とされる

発注機関
確認日 条件 その他

JR西日本 2016年 2月 1年以内の日付
の校正証明書

場所：和歌山

※3年ほど前 JR西
日本（本社）で実施

した際には求められ

なかった。
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校正日が有効期限を超えていれば、校正のための試験に出す必要があります



テンションゲージに入っているのは、この合格証です。精度検査成績書（校正証明書）が必要な場合には、製品番号
を確認の上、最寄りの販売店にご相談ください。



テンションゲージの校正証明書





トルクレンチの校正証明書（製品に入っています）

製品番号

校正日


